
２）木曽

木曽

 ①木曽

②回答

拠を

学的

③木曽

水量

④回答

拠を

学的

 

曽川水系にお

曽川水系にお

曽川水系にお

答が「考えて

を示されたい

的根拠とはい

曽川水系におけ

量の変動幅が

答が「考えてい

を示されたい

的根拠とはい

おける将来の降

ける将来の降

ける未来の降

いる」場合、

い。なお「平成

えないので、

ける未来の降

増大する傾向

いる」場合、

い。なお「平成

えないので、
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降水量の傾向に

降水量の傾向に

降水量が少雨化

「未来」とは

成○○年日本

留意されたい

降水量が、降水

向となると考え

「未来」とは

成○○年日本

留意されたい

3 

について 

について、次

化傾向となる

は西暦何年から

の水資源」に

い。 
水量の多い年と

えているか。

西暦何年から

の水資源」に

い。 

の事項に回答

と考えている

ら何年までか。

に記載されてい

と少ない年の開

 
ら何年までか。

に記載されてい

答いただきたい

るか。  
。またその科

いるという回

開きが拡大し

またその科

いるという回

い。 

科学的根

回答は科

し、年降

科学的根

回答は科



 

（２）木

 

１）岩屋

中部

㎥/s 
ている

は、3
22.99
①開発

水利

②水利

③水利

 
 

 
 
 ④木曽

用し

可能

 
 
 
 
 
 

木曽川水系の

屋ダムの供給

部地整によれ

に低下してお

るが、木曽川総

39.56㎥/s 、
9㎥/s と計算
発水量と水利

利権量 22.99
利権量 24.37
利権量 24.37

曽川総合用水

した自流分で

能量」という

のダムの安定

給量について

れば、岩屋ダム

おり、現在はそ

総合用水事業

「水利権量」は

している。こ

権量の計算の

㎥/s または 2
㎥/s と 22.99
㎥/s の内訳、

水の都市用水の

あり，岩屋ダ

表現は不適切
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供給可能量

 

ムの「安定供給

それを上回る

業の都市用水

は公共用水 2
これに関連して

の考え方、及び

24.37㎥/s）理
9㎥/s の差 1
および 2009

の開発水量の多

ダムからの補給

切ではないか。

4 

給可能量」は

24.3㎥/sの
（水道・工業用

009年の見直
て次の事項に

びその数値に差

理由について

.3㎥/s の理由
9年に水利権

多くは、既存

給はごく一部

 

、近年の少雨

「水利権」が許

用水）の計画上

直し前は 30.89
に回答いただき

差がある（開発

、説明された

由を示されたい

が見直された

存の下流の逆潮

に過ぎず、「岩

雨化傾向により

許可されてい

上での「開発

9㎥/s 、見直
きたい。 

発水量 39.56㎥
たい。 
い。 
た根拠を示され

潮灌漑の水利

岩屋ダムの安

り 17.4
いるとし

発水量」

直し後は

㎥/s 、

れたい。 

 

権を転

安定供給



２）ダム

中部

したも

安定供

い。 

①198

でき

きた

での

 

 

 

②木曽

40

 

 

 

 

ムの供給能力

部地整によれ

ものであり、

供給可能量は

86～87 年の冬

き、1994 年の

た実績がある

の必要性を述

曽川水系河川

㎥/s としてい

，安定供給可

れば、ダムの供

ダム計画当時

は低下している

冬期渇水は，維

の夏期渇水は農

にも関わらず

述べる理由を明

川整備計画では

いる。貯留・
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可能量 

供給能力の評価

時の開発水量に

るとしている。

維持流量を 50

農業用水から

ず、ソフトな対

明らかにされた

は、成戸地点

取水の制限流

5 

価は、実際の

に対して近年

。これに関連

0 ㎥/s から 4

らの転用で切り

対策を抜きに

たい。 

で異常渇水時

流量の 50㎥/s

の河川流量の観

20 年に 2番

連して次の事項

40 ㎥/s に切

り抜けられた。

にして、長良川

時においても確

s との整合性

観測値をもと

目の渇水年に

項に回答いた

り下げること

。このように

川河口堰の利

確保する正常

を説明された

に評価

における

だきた

で対応

に対応で

利水の上

 

常流量を

たい。 



（３）需

 

１）水需

現在の

年以降、

の中間評

である。

道水の使

きたい。

①予測

②予測

予測

③これ

う予

所在

 

２）将来

中部地

を踏まえ

明らかに

 

 

 

需要量の実績

需要の実績 

の木曽川水系

、工業用水の

評価でもこの

。過剰な予測

使用者などの

。 

測と実績の数値

測と実績の数値

測と実績の乖離

れまでの予測と

予測を立てると

在及びその責任

来の水需要の

地整は、今後

えて、水需要

にされたい。

績と予測 

フルプランは

需要、及び水

点は明らかで

測の下での投資

の利水者への過

値を示して、

値が乖離してい

離について、

と実績とが乖離

とすれば、それ

任の取り方につ

予測 

後の水需要も依

要が増加傾向に
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は 2015年を目
水道用水でも特

であったし，1
資は、過剰投資

過剰な負担と

予測を誤った

いることにつ

どのように説

離しているに

れを正当化す

ついて、どの

依然として増加

にあるという根

6 

目標年としてい

特に最大給水

15 年の目標年
資となり、税

なる。これに

た原因がどこに

ついて、誤りで

説明されるのか

にもかかわらず

する理由と、予

のように考えて

加傾向にある

根拠、及び 20

いるが，実績の

量は低下して

年を直前にした

税金の無駄遣い

に関連して次の

にあるのかを

ではないと評価

かを明らかにさ

ず、今後も水需

予測が過剰であ

ているか、明

るとしているが

015 年の見直

の基準とされた

てきている。2
た実績の減少

いや、工業用

の事項に回答

を明らかにされ

価していると

されたい。 

需要が漸増す

あった場合の

らかにされた

が、これまで

しに向けた見

た 2002
2009年
少は明白

水や水

答いただ

れたい。 

すれば、

するとい

責任の

たい。 

の実績

見通しを

 



３）異常

 中部地

供給施設

との調整

たい。 

①水資

にも

② ①

 

 

 

 

常渇水時への

地整は、平成

設として整備

整によって乗

資源開発は 10

も対応するとい

①の対応に伴っ

 

対策について

成 6 年のような

備しておく必要

乗り切ったとい

年に 1 度の渇

いうことを正当

って生じるコス
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て 

な異常渇水時

要があるとして

いう事実もある

渇水に対応で

当化する根拠

ストを明らか

7 

時にも安定供給

ているが、平

る。これに関連

できるように計

拠を明らかにさ

かにされたい。

給できるレベル

成 6 年異常渇

連して次の事

計画され、それ

されたい。 

 

ルのインフラ

渇水時は、農

事項に回答い

れを上回る異

を常時

農業用水

ただき

異常渇水



（４）北

 長良川

約 70工
影響を与

 これに

数万人の

具体的に

 
 

 
 

北伊勢工業用

川河口堰を建

工場に影響が出

与えます」と

に関連して、北

の従業員の生

に教えていた

用水への影響

建設せずに浚渫

出て、広く経済

の記述がある

北伊勢工業用

生活」への影響

だきたい。 
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響 

渫をした場合の

済活動に影響

る。 
用水への影響と

響という数値に

8 

の北伊勢工業

響が生じるとと

として記述され

について、最近

用水への影響

ともに、数万人

れている「約

近の工業用水使

響として、「約 6
人の従業員の

60社、約 70
使用実績を含

60社、
生活に

工場、

含めて、
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３ 環境 

 

 当委員会は、1994、1995 年の長良川河口堰の完成と運用開始により、長良川河口域

の生物環境と動植物の分布が大きく変化したものと考えている。運用後、既に 20 年を

経過し、河道内や集水域の環境、また人の利用形態も変化しており、河口堰運用以外の

要因も無視できないが、多くの変化について、1) 発生の時期が運用開始の時期と一致

していること、2) 類似の施設でも同様な現象が生じていること、3) 変化の機構が、現

在の河口域の科学的知識で無理なく説明できること等から、河口堰運用との因果関係の

存在についても考慮すべきであり、河口域の環境修復を図る際には、開門も含めた堰の

最適運用方法の検討がまず着手すべき課題となる。 

 環境の修復の議論に際しては、変化の実態と機構との理解を共有する必要がある。そ

のため、1) その変化が関係住民に受容しうるものかどうかの判断基準、2) 環境修復策

の効果について、次の質問を行うこととする。 

 

  



(1) 水質

水質と

項目、監

酸素化や

目につい

①環境

②また

 

 

 

 

 

 

 

質と底質 

と底質につい

監視項目とし

や塩水遡上に

いて、次の事

境維持や漁業

た、目標値を

て、河口堰建

て取り上げら

に関係する底層

事項に回答いた

業の継続のため

下回る事態に
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建設以前 (199

られていないク

層酸素濃度、底

ただきたい。

めの目標値をお

になった際の対

0 

94 年以前) の

クロロフィル

底層塩分濃度

お示しいただ

対策をお示し

の水質環境を評

a 濃度、現在

度、有機物濃度

きたい。 

いただきたい

評価する基準

在懸念されて

度、栄養塩濃

い。 

準となる

いる貧

濃度の項



（２）過

① 河
て

0

② ま
き

 

 

 

過去の汽水域

河口堰運用以前

ていたかお教え

.1-1.0 %) よ

また、汽水遡上

きたい。 

域、及び干満

前の汽水域の

え願いたい。

より濃い塩分濃

上域より上流

 

2

満による水位変

分布について

なお、ここで

濃度の水域を指

の水位変動域

1 

変動域の分布

て、河口より何

で言う「汽水域

指すとしてご

域についても、

布 

何キロメートル

域」は、貧鹹

ご回答願いたい

実測資料に基

ル上流までと

性汽水 (塩分

い。 

基づきお示し

想定し

分濃度

しいただ

 



(３) サ

１）サ

サツ

どま

匹か

上期

こ

力量

 
 

 

サツキマス 

ツキマスの減

ツキマス漁師

まり、去年の 5
から 1200匹の
期の遅れも顕

これに関連し

量あたりの漁

減少の実態と

師への聞き取り

5割にまで落
の漁獲高があ

顕著となり、市

て、サツキマ

獲量：漁獲量
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要因について

り調査によれば

ち込んだ。河口

り、その時と

市場での買い取

マス漁獲量減少

量/漁獲人数・漁

2 

て、 

ば、今年のサ

口堰が出来る

と比べると 1割
取り価格を下

少の状況とその

漁獲時間）の

ツキマスの漁

以前の漁獲高

割にまで減少

げている。

の要因につい

のデータを示し

漁獲高は 120
高は多いときで

している。ま

いて、CPUE〔
して説明された

匹にと

で 1000
また、遡

〔単位努

たい。 

 


